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１．はじめに 

 

（１）背景 

日本は人口減少社会を迎え，多くの都市において既

に人口減少が起こっていたり，今後減少が予想されたり

する状況に至った．一方で，宅地開発や都市機能立地の

進む都市域は拡大を続けている場合があり，今後もその

傾向が続くことが懸念される．人口が減少するにもかか

わらずこのような郊外化が進むことは，社会基盤の効率

性を低下させるとともに，整備費用の増大が地方財政を

圧迫することをも意味する．さらに，日本の社会基盤整

備は60年代から急速に進んだため，今後は老朽化した

社会基盤への対策費用が各地で急速に増加すると予測さ

れている．このような財政状況を踏まえて，厳しい財政

制約の下で適切なサービス水準を確保するために，アセ

ットマネジメントシステムが各地で実用化され始めてい

る．アセットマネジメントは，維持管理・更新費用の最

小化を中心的概念として認知されているのが現状である

が，インフラサービス水準とそれを実現するための技術

の両者を適切に選択することによって市民の便益を最大

化することがその本来の目的である． 
また，厳しい財政状況に対応するために，地方分権

の推進によってサービス提供の効率化を進めることが必

要とされているが，具体的な税財政体系のあり方につい

ては共通認識が得られていない．一例として，都市部で

は，経済活動を支えるために必要な財政支出を行ってい

るが，企業からの税収入がこの支出とバランスしている

かについては明らかでない．このように，財政的な裏付

けが適切になされているかが不明確なままでは，適切な

サービス水準を決定することは難しい． 
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企業には広域から労働者が集まり，そこで生産される財

は広域で消費されている．これは，我々の日常的な経済

活動が行政界を越えて展開されていることを示している．

また長期的には，居住地選択という形で地域間の相互関

係を見ることができる．各自治体が社会基盤整備の水準

を決定するためには，これら地域間の相互関係を考慮し

た上で，企業の生産活動，地域住民の効用，住民の居住

地域選択へ及ぼす影響を判断しなければならない． 
このような地域間の相互関係を考慮できる枠組みと

しては，空間的応用一般均衡（Spatial Computable 
General Equilibrium：SCGE）モデルがある．これは，一

般均衡モデルを多地域に拡張して地域内及び地域間の経

済連関性を表現し，実際の社会経済統計等のデータを用

いて政策の効果を計算できるモデルである1)．このモデ

ルは，地域間の関係を考慮しつつ社会基盤整備の便益評

価などによく用いられており，多くの蓄積がなされてい

る．しかし，財政シミュレーションのような詳細な財務

データ分析への展開を行う上では，多くの課題を有して

いると考えられる． 
 

（２）目的 

本研究では，人々の勤務地と居住地が異なることに

着目して，地域間の相互関係を考慮した都市経済モデル

を構築する．このモデルを用いて，各自治体の社会基盤

整備に関する独立な意思決定が地域内外の住民に及ぼす

影響を明らかにし，財政シミュレーションを視野に入れ

た上での財政負担の望ましいあり方について検討する． 
 
２．都市経済モデル 
 
（１）モデルの前提 

法人が納める税金(以下，法人税)は労働者からの間接

的な納税と考えることができる．しかし，労働者の居住

地が勤務地と一致するとは限らず，法人税が勤務地の社

会基盤整備に配分されることは受益者と負担者の不一致

を招くことになる．一方，法人税によって整備される社

会基盤によって企業の生産活動が支えられることで，居

住地にかかわらず家計の所得が上昇する効果も存在する． 
本研究ではこのような地域間の相互関係を表現する



ため，以下の仮定を置く 2）3）． 
・経済は2地域(i=1,2)から成り立っている． 
・企業は地域1のみに立地する．  
・個人はいずれかの地域にのみに居住する． 
・各個人は1単位の労働を供給する． 
・財の需給バランスは経済全体で成立する．  
 
（２）企業の行動モデル 

企業は両地域からの労働者と生産活動に資する社会

基盤(以下，産業インフラ)を用いて，一次同次の技術で

財の生産を行い，生産高に応じて法人税を納めるものと

仮定する．このとき，企業の利潤最大化行動モデルは式

(1)のように定式化できる． 

NwLNa −−= εδτπ )1(max           (1) 

ただし， 
π :企業の利潤 

N :労働力(全人口) 

L :産業インフラ水準 
w :賃金 

aτ :法人税率 

δ ,ε ：パラメータ 
である．ここから，完全競争市場では，企業の利潤が０

になるまで競争が行われるので，法人税額，賃金がそれ

ぞれ式(2)，式 (3)のように表わされる． 
εδτ LNt aa =                           (2) 
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（３）自治体の行動モデル 

自治体は，地域住民数を与件とし，地域住民の効用

を最大化するように，生活に資する社会基盤(以下，生

活インフラ)と産業インフラの整備水準を決定するもの

と仮定する． 
また，すべての個人は同質で，企業に労働を提供し

て賃金を獲得し，居住する自治体に税(以下，住民税)を
納めるとともに合成財の消費を行う．居住地域の選択は

自由であり，合成財と生活インフラから得られる効用水

準のより高い地域に居住するものと仮定する．このとき，

自治体 1 および自治体 2 の最適化行動はそれぞれ式(4)，
(5)，式(6)，(7)のように定式化できる． 
 
 
 

βα
111,,1

11

max GzuU
LGz

==                 (4) 

s.t. 
1

1
1 N

tLG
wz a−+
−=               (5) 

βα
222,2

22

max GzuU
Gz

==                 (6) 

s.t.  
1

2
2 NN

G
wz

−
−=                   (7) 

ただし， 

iu :住民の効用 

iz :合成財消費量 

iG :生活インフラ水準 

1N :地域1の人口 

α ,β ：パラメータ 

である．ここから，各地域の効用水準として式(8)，式

(9)を得る． 
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（４）住民移動による均衡 

住民は効用水準の高い地域に自由に移動できるため，

両地域の効用水準が同じになるまで地域間移動による人

口再配分が行われ，新たな均衡が得られる．この均衡に

おける地域間の人口比率は式(10)のように表わされる． 
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ここで，ベンサム型の社会厚生関数を仮定すると，

このときの社会厚生水準は式(11)のように表わされる． 

)( 12111 NNUNUW −+=               (11) 

ただし， 1U ， 2U ， 1N にはそれぞれ式(8)，(9)，(10)

を代入することができる． 



（５）モデルの結果 

本章のモデルによって得られた，均衡における人口

比率は，地域住民数を与件として自治体がインフラ整備

水準を決定した後，住民の自由な移動の結果として実現

されるものである．したがって，初期の人口配分が異な

れば，実現されるインフラ整備水準が異なり，均衡にお

ける人口配分も異なる結果が得られる．さらに，パラメ

ータによる影響も線形ではないため，それぞれの均衡が

実現されるメカニズムを精緻に記すことは困難である．

したがって，その概要について示すことにする． 
まず，地域 1 で得られる法人税が産業インフラの整

備に十分な額となるのは，産業インフラが生産に与える

効果が非常に小さく，地域1の人口も小さい場合に限ら

れるという結果になった．そのため，これらの条件を満

たさない場合には地域1の住民が産業インフラの費用を

住民税で負担することになり，多くの場合，地域住民数

の減少が起こる． ただし，地域 1 の初期人口が大きい

場合，特に生活インフラによる効用の割合が大きい場合

には，地域住民数の増加が起こるという結果になる．こ

れは，人口が多いほど生活インフラの整備水準が向上す

るため，生活インフラ水準の増加による効用の増分が住

民税増加による効用の減少による効果を上回ることによ

るものである． 
また，均衡解の安定性について検討を行った結果，

初期人口配分に偏りが小さいほど安定性が保たれやすい

ことがわかった． 
より具体的な事例を用いて本モデルの結果を示すこ

とにする．例えば，企業の業績向上によって法人税収が

増加したとき，企業城下町に人が集まってくることが予

想される．この理由の一つは，式(10)に示されている，

業務地の人口比率の増加による効果である．また，別の

メカニズムが式(8)，(9)に示されている．それは，イン

フラ整備水準の向上やそれに伴う賃金の上昇によって起

こる，地域全体の効用水準の増加が，他の経済圏からの

人口流入を起こす効果である． 
本モデルの構築にあたっては多くの仮定を置いてい

るが，勤務地と居住地が一致しないことに伴う社会基盤

整備の問題について，現実的な示唆を得ることができた． 
 
３．上位政府による調整 
 
（１）政府間財政移転 

２章のモデルでは，各自治体がそれぞれの地域で得

られる税収を用いて，地域内の住民のことのみを考えて

インフラ整備水準の決定を行うものとした．この仮定は

現実的ではあるものの，地域間の相互関係を反映したサ

ービス水準の選択になっていない．これでは社会基盤整

備に対する受益負担関係の整合性を確保することができ

ないだけでなく，社会的効率性を低下させる可能性も含

んでいる． 
そこで，各自治体が地域住民の効用を最大化するよ

うにインフラ整備水準の決定を行うという仮定は変更せ

ず，全住民の効用均等化を目標とする上位政府の存在を

新たに仮定する．上位政府は，両地域住民の効用が等し

くなるように自治体間での財政移転額T を決定するも

のとする．実際には，上位政府からの既に支払われてい

る補助金に，２×T だけ格差をつけることと同じであ

る．各自治体は地域住民数とともに財政移転額を与件と

して行動を行うものとし，２章における自治体の行動モ

デルの制約条件式(5)，(7)をそれぞれ式(12)，(13)のよう

に変更する． 
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これらを解くと，財政移転額T は式(14)のように求めら

れる． 
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また，財政移転額T は各地域の効用水準を等しくする

ように決定されるため，地域間の住民移動は発生しない． 
 
（２）財政移転の効果 

ここで，財政移転の導入によって得られた新たな均

衡と，２章のモデルで得られた均衡との比較を行うこと

にする． 
図－１は２章のモデルで得られた，住民の自由な移

動によって実現された均衡と，上位政府による財政移転

によって実現された均衡の関係を示したものである．初

期の人口配分の下で，各自治体は地域住民の効用を最大

化するようにインフラ整備水準を決定する．これによっ

て，各地域の効用水準 1U ， 2U が実線のように決定さ

れる．このとき， 21 UU < となるため，地域 1 から地

域 2 への住民移動が起こり， 21 UU = となるA 点に到

達すると住民移動は起きなくなる．これが２章のモデル

における均衡である．一方，上位政府は 21 UU < に対



して地域2から地域1への財政移転を行う．これによっ

て破線で示される新たな効用水準が実現されるため，B
点において，住民移動が起こることなく均衡に達する．

住民移動と財政移転による均衡のどちらがより高い社会

的厚生水準を実現することができるかについては分析の

必要がある． 
 

 
図－1  人口移動と財政移転による均衡 

 
まず，財政移転の方向について分析を行う．生産に

おける産業インフラの効果が大きい場合には，地域２か

ら地域１への移転となる．これは，生産における産業イ

ンフラの効果が大きいほど産業インフラの整備水準が向

上するため，住民税に格差が生じることによるものであ

る．一方，生産における産業インフラの効果が小さい場

合，および，地域１の初期人口が大きい場合には，地域

１から地域２への移転となる．これは，人口が多いほど，

生活インフラの整備水準が上がり，産業インフラのため

の一人当たりの追加的な負担による効用の低下に比べて，

生活インフラ水準の向上による効果が上回ることによる． 
次に，社会的厚生の変化について分析すると，生産

における産業インフラの効果が大きい場合，および，地

域１の初期人口が小さい場合には財政移転によって社会

的厚生水準が増加する．また，地域間での一人当たり住

民税負担額の差を是正する効果について分析すると，生

活インフラによる効用の割合が大きい場合には，財政移

転によって負担額の差が是正されている． 
 
４．結論 
 
本研究では，人々の勤務地と居住地が異なることに

着目して，地域間の相互関係を考慮した都市経済モデル

を構築した．これを用いて，各自治体の社会基盤整備が

地域内外の住民に及ぼす影響を分析し，さらに，上位政

府による自治体間の財政移転導入の検討を行った．その

結果，効用関数，生産関数のパラメータによって違いが

みられるものの，一般的には，業務地に人口集積がある

ほど社会基盤整備が進み，住宅地も含めた経済圏全体の

効用が高くなること，また，業務地ではなく住宅地に多

くの人口を抱える経済圏では，業務地の社会基盤整備が

進みにくいため，住宅地から業務地への財政移転が効果

的であることが示された．社会基盤のアセットマネジメ

ントを行う際には，自らの財政支出を削減することによ

る効果のみを考えていては，逆に効率性を損ねる可能性

を考慮しなければならない．中心業務地の負担を広く分

かち合うことによる，社会的効率性および，公平性の向

上について認識し，周辺地域との協力的な姿勢および，

仕組みを構築することが求められる． 
本稿における都市経済モデルは，非常にシンプルな

ものであるが，今後の課題として，財政シミュレーショ

ンに繋げていく工夫を行う点があげられる．業務地では

企業活動による社会基盤の劣化があり，居住地では日常

生活による社会基盤の劣化がある．それらが地方公共財

の場合，個々の自治体の財政負担で賄われる可能性が高

い．その負担を原因者に負わせると考えれば，原因者と

財政負担者が異なることから，適切な財政移転が求めら

れよう．ある自治体財政が逼迫することで社会基盤サー

ビス水準が維持できない状況に陥ったとき，原因者の多

い自治体からの財政移転が期待できる可能性があるから

である．財政シミュレーションは，そのような適切な財

政移転のやりとりを，社会経済指標と対応させながら，

あらかじめ知ることができるツールである．従って，

個々の公的会計の枠内にとどまらず，市民の行動や経済

活動の広域性を考慮した複数公会計の財政シミュレーシ

ョンを考える必要がある． 
もちろん，個々の財政シミュレーションにおいても，

混雑現象のような人口増加によるデメリットや業務地に

居住することによる住環境の悪化を盛り込むことを考慮

したり，居住期間の世代間のずれや社会基盤整備の時期

のずれなどを考慮したりすることで，より複雑な現実に

近づけていくようなモデル改良が望まれる． 
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